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委員および一般からのご意見 

 

①委員からの流域委員会の審議に関する意見、指摘(2005/9/24～2005/12/20) 

委員からの意見はありませんでした。 

 

②一般からの流域委員会へのご意見、ご指摘(2005/9/24～2005/12/20) 

No. 発言者 
所属等 受取日 内容 

683 細川ゆう子氏 05/12/20
「淀川流域委ウォッチャーズNo5」が寄せられました。

別紙683-1をご参照下さい。 

682 
徳山ダム建設中止を求

める会 事務局長 近藤

ゆり子氏 

05/12/20
淀川水系水資源開発基本計画（淀川フルプラン）に関

するご意見が寄せられました。別紙682-1をご参照下さ

い。 

681 
自然愛・環境問題研究所 

総括研究員 浅野隆彦氏 
05/12/19

「『？学者が雁首揃え 舟滝を登る』＝岩倉峡流下能力

をめぐるトンデモない検討＝」が寄せられました。別

紙681-1をご参照下さい。 

680 酒井隆氏 05/12/18
審議に関する新聞記事が寄せられました。別紙680-1

をご参照下さい。 

679 
宇治・世界遺産を守る会 

薮田秀雄氏 
05/12/18

「「淀川水系５ダムの調査結果についての意見（案）」

に対する意見」へのご意見が寄せられました。別紙

679-1をご参照下さい。 

678 上田仙太郎氏 05/12/14
「淀川水系5ダムの調査検討についての意見(案)」への

ご意見が寄せられました。別紙678-1をご参照下さい。

677 
自然愛・環境問題研究所 

総括研究員 浅野隆彦氏 
05/12/9 

「『嘘の病 盲腸を迷走す』＝岩倉峡流下能力をめぐる

情けない空咳＝」が寄せられました。別紙677-1をご参

照下さい。 

676 
自然愛・環境問題研究所 

総括研究員 浅野隆彦氏 
05/12/9 

「『川上ダムは安全か』〔改訂 第3版 原版= ’04・8・

31〕」が寄せられました。別紙676-1をご参照下さい。

675 酒井隆氏 05/12/8 
京都 亀岡盆地に関するご意見が寄せられました。別紙

675-1をご参照下さい。 

674 酒井隆氏 05/12/6 
桂川流域シンポジウムに関する新聞記事が寄せられま

した。別紙674-1をご参照下さい。 

673 
関西のダムと水道を考え

る会 代表 野村東洋夫氏 
05/12/2 

「（丹生ダム・渇水対策容量）「断水」は維持流量カッ

トで回避できることの論証」が寄せられました。別紙

673-1をご参照下さい。 

672 
関西のダムと水道を考え

る会 代表 野村東洋夫氏 
05/11/28

「（丹生ダム・渇水対策容量）「断水」の根拠を具体的

に示せない河川管理者」が寄せられました。別紙672-1

をご参照下さい。 

671 
関西のダムと水道を考え

る会 代表 野村東洋夫氏 
05/11/28

「（丹生ダム・渇水対策容量）４ヶ月続いた大川維持流

量20m3/sカット」が寄せられました。別紙671-1をご参

照下さい。 

670 山岡久和氏 05/11/10
「塔の島地区1,500m3/s放流についての意見書」が寄

せられました。別紙670-1をご参照下さい。 

669 山岡久和氏 05/11/04
「天ヶ瀬ダム再開発に伴う資料等について質問」が寄

せられました。別紙669-1をご参照下さい。 
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668 酒井隆氏 05/11/04
低周波公害に関する資料が寄せられました。別紙668-1

をご参照下さい。 

667 小原善弘氏 05/11/03
「川上ダム建設計画の規模変更についての提案」が寄

せられました。別紙667-1をご参照下さい。 

 

666 稲岡真治氏 05/10/20
「川上ダム本体工事早期着手の要望」が寄せられまし

た。別紙666-1をご参照下さい。 

665 佐治行雄氏 05/10/20
「川上ダムの早期着工について」が寄せられました。

別紙665-1をご参照下さい。 

664 川上正彰氏 05/10/19
「川上ダム建設に対する意見書」が寄せられました。

別紙664-1をご参照下さい。 

663 川合敏夫氏 05/10/19
「川上ダムに関する意見書」が寄せられました。別紙

663-1をご参照下さい。 

662 山中義行氏 05/10/19
「川上ダム早期の完成を」が寄せられました。別紙

662-1をご参照下さい。 

661 
自然愛・環境問題研究所 

総括研究員 浅野隆彦氏 
05/10/19

「それでも活断層は存在している！」が寄せられまし

た。別紙661-1をご参照下さい。 

660 重森茂一氏 05/10/18
「川上ダム本体工事早期着工」に関するご意見が寄せ

られました。別紙660-1をご参照下さい。 

659 花岡和夫氏 05/10/18
「川上ダム本体工事早期着工」に関するご意見が寄せ

られました。別紙659-1をご参照下さい。 

658 
山立小場ダム対策委員会 

副委員長 川合八司氏 
05/10/17

「川上ダム本体工事早期着手を望む意見」が寄せられ

ました。別紙658-1をご参照下さい。 

657 東典宜氏 05/10/17
「川上ダム本体工事早期着工の意見書」が寄せられま

した。別紙657-1をご参照下さい。 

656 高田正孝氏 05/10/17
「川上ダム建設計画促進の要望」が寄せられました。

別紙656-1をご参照下さい。 

655 古川喜道氏 05/10/17
「川上ダム早期着工について」が寄せられました。別

紙655-1をご参照下さい。 

654 
川上ダム建設促進期成同

盟会 会長 西山甲平氏 
05/10/14

「川上ダム本体工事早期着手に関する意見書」が寄せ

られました。別紙654-1をご参照下さい。 

653 高橋完児氏 05/10/14
「川上ダム本体工事の早期着手」に関する意見書が寄

せられました。別紙653-1をご参照下さい。 

652 釜井喜多男氏 05/10/13
「川上ダムの早期完成」に関する意見書が寄せられま

した。別紙652-1をご参照下さい。 

651 辻森孝重氏 05/10/13
「川上ダムの本体工事早期着工を求める意見書」が寄

せられました。別紙651-1をご参照下さい。 

650 山本博之氏 05/10/13
「川上ダム早期着手の意見書」が寄せられました。別

紙650-1をご参照下さい。 

649 石橋武司氏 05/10/13
「川上ダム本体工事着工の早期実現と市営水道の導

入」に関する意見書が寄せられました。別紙649-1をご

参照下さい。 

648 嶋澤正彦氏 05/10/13
「川上ダム建設促進について」が寄せられました。別

紙648-1をご参照下さい。 

647 柿本博文氏 05/10/13
「川上ダム工事の早期着手」に関する意見書が寄せら

れました。別紙647-1をご参照下さい。 
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646 平田忠幸氏 05/10/12
「川上ダム工事早期完成に関する意見書が寄せられま

した。別紙646-1をご参照下さい。 

645 中森誠氏 05/10/12
「川上ダムの早期着工を求める（意見書）」が寄せられ

ました。別紙645-1をご参照下さい。 

 

644 大井千浩氏 05/10/12
「川上ダム本体工事早期着手の意見書」が寄せられま

した。別紙644-1をご参照下さい。 

643 藤榎有朋氏 05/10/12
「川上ダム計画の早期完成」に関する意見書が寄せら

れました。別紙643-1をご参照下さい。 

642 木村公司氏 05/10/12
「川上ダム早期着工にかかる意見書」が寄せられまし

た。別紙642-1をご参照下さい。 

641 中井克二氏 05/10/11
「川上ダム本体工事の早期着工」について、意見書が

寄せられました。別紙641-1をご参照下さい。 

640 奥中久夫氏 05/10/11
「川上ダムに対する意見」が寄せられました。別紙

640-1をご参照下さい。 

639 中村尚氏 05/10/11
「川上ダム、木津川河道浚渫、本堤締め切りの早期実

施」について、意見書が寄せられました。別紙639-1

をご参照下さい。 

638 古川光彦氏 05/10/11
「川上ダム建設計画賛成」に関する意見書が寄せられ

ました。別紙638-1をご参照下さい。 

637 酒井隆氏 05/10/06
逆水による高時川瀬切れ対策と塔の島地区整備に関す

る資料が寄せられました。別紙637-1をご参照下さい。

636 門馬三郎氏 05/10/04
社会資本整備審議会と淀川整備基本方針策定について

ご意見が寄せられました。別紙636-1をご参照下さい。

635 酒井隆氏 05/09/30
川辺川ダムに関する資料が寄せられました。別紙635-1

をご参照下さい。 

634 志岐常正氏 05/09/30
大戸川ダムと分水路に関するご意見が寄せられまし

た。別紙634-1をご参照下さい。 

633 永里良子氏 05/09/26
「川上ダム建設計画反対」に関する意見書が寄せられ

ました。別紙633-1をご参照下さい。 

632 坪井直子氏 05/09/26
「川上ダム建設計画反対」に関する意見書が寄せられ

ました。別紙632-1をご参照下さい。 
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淀川水系流域委員会 委員各位 

 

意 見 書 

 

                                          2005 年 12 月 20 日 

 

                              徳山ダム建設中止を求める会・事務局長 

                      近藤ゆり子 

                              岐阜県大垣市田町 1-20-1 0584-78-4119(fax 兼) 

 

 

淀川水系流域委員会は、国交省近畿地整に必要な情報を強く請求して下

さい。必要な情報なしに議論は進めてはならないはずです 

－淀川水系水資源開発基本計画（淀川フルプラン）全部変更作業について報告がな

いのはどうしてか？ 利水者総撤退の丹生ダム計画は一端白紙撤回すべきである－ 

 

 まず、2005 年 7 月 8 日付けで淀川水系流域委員会に提出したものの一部を再掲します。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

淀川水系流域委員会御中 

                     05.07.08 
 

 ７月１日付けの「淀川水系流域委員会委員長声明」を支持します。 

 国交省は、報告すべきことも報告せずに（＊）徒に淀川水系流域委員会の議論を混迷へと

導いた上に、今回このような形で「方針」を出すなど言語道断な振る舞いです。 

 ダム・河川で様々な辛酸を味わった人々が切り開いた地平の上に、１９９７年の河川法改

正がありました。その改正趣旨を最もよく反映したものが淀川水系流域委員会のはずでし

た。 

 その委員の方々のご努力とこの委員会を注視してきた多くの市民に対して、かくも一方的

な態度がとれるものなのか？ 

 また市民と国交省の不毛な対立のへと逆戻りさせるのか（それは河川を殺していくことで

す）？ 

 

 ダム・河川に関わる一市民として、また豊かな河川を次代に残して行こうとする決意を新

たにしているところです。 

 

                                                    以上 

 

 

＊国土審議会国土審議会水資源開発分科会淀川部会が、淀川フルプラン全部変更の作業に着

手しつつ止まっている（止めている）ことを説明しようともしなかった。私は、止めている

ことにも積極的な意義があると考えていましたが、「水需要の精査・確認」などと言い始め
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たから先も、止まっている（止めている）ことを説明すらしなかったことは、国交省として

大きな過誤だと考えています（河川局と水資源部は違う、という言い訳は通らない）。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 河川管理者（国土交通省－正確には国土交通大臣－）は、相変わらず、報告すべきことも

報告せず、説明すべきことを説明せずに、ここに至っています。 

 最終的に水資源機構が事業者である丹生ダム・川上ダムの建設計画継続の是非を決めて行

かなければならない現局面で、何故、肝心なことは未だ明らかにならないのか？ 

 特に丹生ダムを念頭において、以下、意見を述べます。 

 

（１）河川整備計画策定作業は最終段階を迎えようとしている 

 淀川水系の河川整備基本方針（河川法１６条）は、当初 12 月 19 日の（社会資本整備審議

会河川分科会の作業部会）河川整備基本方針小委員会で「最終」の審議となるはずでしたが、

延びたようです。 

 しかし、遠からず河川整備基本方針が策定されるのは間違いなく、「河川法１６条第３項

の趣旨」で長らく議論を重ねてきた淀川水系流域委員会に、正式に河川整備計画原案が提示

されるのは間近いでしょう。 

 国民経済的視点からも、淀川水系河川整備計画策定に、さらに数年というような歳月をか

けることは許されないでしょう。 

 

 

（２）焦点は水資源開発促進法に基づく水資源機構ダム 

 今、淀川水系流域委員会で最も問題になっているのは丹生ダム・川上ダムの建設を進める

か、否か、です。この両者とも、水資源開発促進法に基づいて策定された淀川水系水資源開

発基本計画（以下「淀川フルプラン」という）に位置づけられているからこそ、水資源機構

が事業者となっているダムです。 

 利水者が全て撤退表明をした丹生ダムを治水専用ダムにするのどうの、という議論がなさ

れているようですが、法的には実に不可解です。（治水専用ダムの是非は、あえてここで議

論しません－洪水対策としては愚策、「渇水対策」となると荒唐無稽の域、と考えています

が－）。 

 「『総撤退』というのは各利水者のどこかでの『表明』だけで、正式な公文書が水資源機

構に届いているわけではない」というのが言い訳になるでしょうか？「（公文書が届いてい

ないから）利水者が撤退する意向であるというようなことは、私どもは承知しておりません」

と宣う水部（国土交通省土地・水資源局水資源部）の態度は、国民を「嘗めている」としか

言いようがありません。 

 この淀川水系流域委員会の設置者である近畿地方整備局は「あれは水部の話、私どもは承

知していません」というのでしょうか？そうだとすれば、またまた「嘗めた」話です（委員

に対しても、国民に対しても）。 

 

 

（３）「淀川フルプラン」抜きに河川整備計画は議論できない（原案提示も無理なのでは？） 

 私が把握することろでは、淀川フルプラン全部変更作業については、以下のようです。 

＜国土審議会水資源開発分科会淀川部会＞ 
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  第 1 回（2002 年 5 月 21 日） 

  第 2 回（2002 年 10 月 31 日） 以後開催されていない。 

 2002 年 10 月 28 日付けで淀川フルプランエリア各府県に「需給想定調査票」が発出され

ています。回報はまだなく、その時期の目途もありません（「１０年スパン」のフルプラン

について、需給想定調査票発出から３年も経過していることは、もちろん「異常」）。 

 丹生ダムは、淀川フルプランに位置づけられているからこそ水資源機構が事業者であるダ

ムです。新規利水がなくなれば（「渇水対策」は水資源開発促進法の目的ではない）、計画

は一端白紙とするべきです。水資源開発促進法に基づく水資源施設としての丹生ダムを「治

水専用ダムにする」という議論をするのであれば、事業者を国（直轄）とする、等の根本的

な変更を要する、それが法による行政というものです。 

 

 

（４）河川管理者は説明責任を果たせ 

 上記のことをかなり「譲って」も、治水専用ダムとするならするで、少なくとも異例（法

の予定しないこと）であることを、河川管理者は水系流域委員会に説明すべきだ、と私は考

えています。 

 その説明も何もない「案」を提示する河川管理者は、無知故に脱法行為を犯そうとしてい

るのか、確信犯的に騙そうとしているのか・・・・ 

 そうした説明の一切をネグレクトした上で「丹生ダムの是非」が議論されるのは、納税者

・主権者として到底看過できません。 

 

 

（５）結語 

淀川水系流域委員会におきましては、河川管理者たる国土交通省に、必要な情報を強く請

求し、説明責任を果たさせて下さるようお願いいたします。必要な情報なしに議論は進めて

はならないはずです。 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

庶務注）個人情報は御本人の許可を得て掲載しております。 
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『？学者が雁首揃え 舟滝を登る』 

  ＝岩倉峡流下能力をめぐるトンデモない検討＝ 

’05．12.16 
自然愛・環境問題研究所 
総括研究員 浅野 隆彦 

 
 12 月 12 日、「岩倉峽（57.4ｋ）地点の流下能力について」が、第 4 回木津川上流部会に

審議資料として提出された。「岩倉峽流下能力検討会」として、8 人の河川工学系委員で構

成されたメンバーにより検討され、お墨付を頂いたかのようにまとめられている。（内、7
人が現流域委員である。） 
 
１）平成 5年以前の 21 年間にわたる観測データが切り捨てられて、何の真実があるか！？ 

 「表１観測流量表」が 3 枚示されている。平成 6 年から 15 年のたった 10 年間のデータ

のピックアップ集約分だけである。 
 私が開示させた昭和 48 年～平成 5 年迄の観測流量表の内、ラグランジュ式流速測定法（浮

子流速観測法）によるものを＜資料 A-1～＞に示した。 
 7.44ｍ水位 2,013.49 ㎥/s を頭に、128 ポイントに上る観測流量・水位があるのだ。これ

を無視する事に何の理由も根拠もなく恣意的である事は明白であろう。（流域委員会意見書

No.677『嘘の病 盲腸を迷走す』［‘05.12.6］を参照されたし。） 
 現地観測は、昭和 48 年から始まり、今年で 33 年間に及ぶ観測データを作製している。

観測データには誤差が含まれるものの、多ければ多いほど「真の流れ」が見えてくるもの

で、不等流計算のみの算出では更に大きい誤差の中で立往生しかねない。 
 観測流量表では平均流速、水位、水面勾配が実際観測されている。これらが集大成され

る中で、この河道の特性が表われてくるのである。全ての観測データを検討し直し、欠陥

検討を改めるべきだ。（切り捨てられた流量・水位をのせ、Ｈ－Ｑ曲線を私なりに求めたも

のを紹介しよう。＜資料Ｂ１～２＞） 
 
２）洪水痕跡に年月日時につなげる絶対的根拠・証明がない！？ 

 洪水は、戦後だけでも昭和 57 年ピーク流量を越えるものが、昭和 28 年 8 月、昭和 28 年

9 月を加え 7 洪水あり、最大水位洪水以外の痕跡を判別することは出来ない。それらの洪水

の各々の増・減する流量が、様々の水位で痕跡を残すのであるから、それを区別する確実

な方法は先ず無いのである。 
 不等流計算に真実味を与えようとする狙いを感じる。島ヶ原出発水位を単なる推定では

なく、根拠のあるものと見せかける事が、真の狙いであろう。 
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３）そこ迄無理をしても、狂いを感じさせる不等流計算水位連続線！？ 

 「洪水痕跡の調査結果と不等流計算結果」として、昭和 57 年、平成 2 年、平成 6 年の検

討を示している。この３つに総括して言えるのは、限界水位を下回る水位が何ヶ所も出て

くるという事である。そして、常流から射流へ遷る地点、跳水が起っていると思われる地

点で、特に洪水痕跡との食い違いが著しい事の２つである。上に述べたように「洪水痕跡」

については、その信用性は無いが、次の事を特徴的に示していると言える。 
岩倉峡は、56.8ｋ地点位からは勾配が大きく、もの凄い激流となって流れ下る渓谷であり、

流下能力の大きさについては何の心配もない河道なのである。 
不等流計算を島ヶ原から出発させる必要もない。かえって、水理遷流数ヶ所で怪しい計算

となり、上流へ確実な数値が連続しないのである。 
我々が求めているものは、「流下能力」なのだ。57ｋ地点付近のもっとも緩勾配の狭穿部を、

どの水位でどれだけ流れるのかを、実測観測データを最大限に検証し、H-Q 曲線をまとめ

上げ、それに基づき、「無害流量」、「最大流下能力」を検討する事である。 
純粋に「真の流下能力」に迫る事が、学術的に先ず為されなければならない。その上で、

上流部でどうなる？下流部でどうなる？では、それ等の改善の為に遊水地をどうしよう、

堤防をどうしよう、などの検討に入るべきであろう。 
 
「４－２ 治水計画への影響」において、真剣に「真の流量・水位」の判定に迫るよりも、

その結果の上、下流への影響を重視させ、河川管理者に「低い流下能力を選択させる」と

いう重大な反科学的後押しをしているのは、後の歴史的検証を含め、決して許されないで

あろう。 

 
４）岩倉峡（57.4ｋ）地点の横断面河積、高水位など、観測データとは何の関係もない！？ 

 岩倉（57.4ｋ）地点は、岩倉観測所第 1 断面から上流右岸で 3ｍ、左岸で 9ｍ離れた断面

で、この地点に量水標はなく、これ迄水位の記録もない。 
「表 1 観測流量表」で、いかにも水位を計ってきたように、記入されている岩倉（57.4ｋ）

水位は、最近になってネツゾウされたのではないかと推測する。水面勾配のない一回が、

下流の基準水位よりマイナスになっている事、その他は、水面勾配に完全に比例する数値

に整っている事で、実測とはとても言えない。マイナスというのも怪態であるが、きっと

3.34ｍとすべきを 3.24ｍと打ち誤ったのであろう。 
 しつこく、観測データと関係ない岩倉（57.4ｋ）を持ち出すのは、観測地点より 31cm 低

い計画高水位で、河積の小ささを反映させる事を狙っているとしか言えない。堤防高さか

ら言うと E.L138.88ｍあるので、流下能力の「無害流量」水位は（138.88─1.2＝137.68）
E.L137.68ｍと設定できる。直近の岩倉大橋々桁下端は、E.L137.88ｍであり、この付近は

地山自然流穿掘河道であり、盛り土堤防でない。 
上流部での越流・破堤がない場合、約そ、6,200 ㎥/s の流下能力（最大流下能力）をもって
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いるのが、この岩倉峽である。E.L136,59m 水位で、2,700 ㎥/s のＨ－Ｑ曲線採用の段階で、

河川管理者が計算した洪水氾濫計算書を示す。＜資料Ｃ＞ 
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２００５年１２月１７日 
淀川水系流域委員会 様 

宇治・世界遺産を守る会 
薮田 秀雄 

 
「淀川水系５ダムの調査結果についての意見（案）」（平成 17 年 12 月淀川水系流域委員会）に対

する意見 
  
12 月 13 日の淀川部会の審議を傍聴して、「天ヶ瀬ダム再開発」についての議論の低調さにまず驚

かされました。また委員の質問に対して回答がなされない、あるいは適確な説明や回答がなされ

ないことにもおどろかされました。 
意見（案）に対する意見をおくりますのでよろしくお願いいたします。 
 
１、「１ はじめに」 

「１－１環境面からみたダムについて基本的な考え」で「ダムを建設しようとする場合、ダム

建設による自然環境の得失と環境改善効果について科学的評価を、」（Ｐ1 の５行目）とあるが、

「ダム建設による自然環境の得失」とはいかなる意味なのか。「得失」とは「得ることと失う

こと」（広辞苑）であり、ダム建設によって自然環境の得るものがあるとは思えない。 
また「環境改善効果」とあるが環境への負の影響の大小の差はあっても、環境改善効果がある

とは思えない。「琵琶湖の環境改善」を目的あるいは効果にかかげダム建設をすすめることは

非常におかしな議論である。 
天ヶ瀬ダム再開発の目的には琵琶湖の環境改善は入っていないのである（「淀川水系５ダムに

ついての方針」平成 17 年 7 月 1 日）。 
 
２、「4－2 天ヶ瀬ダム再開発の効果」の「4－2－1宇治川・淀川の洪水調節および琵琶湖周辺の

洪水防御」について 

 意見（案）は、「4－2 天ヶ瀬ダムの効果」で「天ヶ瀬ダムの放流能力を増大させることは、宇

治川・淀川の洪水調節のみならず、瀬田川洗堰の放流能力増大を通じて、琵琶湖周辺の洪水防

御にも効果がある。特に宇治川・淀川の洪水調節のために瀬田川洗堰の全閉が必要な現状では、

それに伴う琵琶湖水位の上昇を速やかに低下させることが重要であり、瀬田川洗堰の放流能力

につながる天ヶ瀬ダム再開発が必要である。さらに、瀬田川洗堰の放流能力を増大すると、琵

琶湖の環境と生態系に悪影響を及ぼしている急速な水位低下をより緩慢なものにすることが

でき、琵琶湖環境改善につながることになる。」（Ｐ18 の 1～6 行）としている。 
①瀬田川洗堰と天ヶ瀬ダムの放流能力の増大を行うことによって、琵琶湖の水位上昇・ピーク値

を抑え、水位低下時間を短縮することができることは一定認められる。しかし、琵琶湖沿岸の

浸水被害の軽減のためには流域対応と河川対応の総合対策の必要性が指摘されてきたのであ

って、それらの具体策が明らかとなっていない。琵琶湖からの放流量増大だけの効果を過大に

期待すべきでないと考える。 
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②琵琶湖の浸水被害の軽減をいうのであれば、国土交通省はなぜ琵琶湖の治水・利水計画を変更

しないのか。すなわち琵琶湖の計画高水位１．５ｍ、利用低水位１．５ｍ、補償対策水位２．

０ｍそのものを見直し検討すべきではないか。 
「淀川水系河川整備計画基礎原案に対する意見書」（平成 15 年 12 月淀川水系流域委員会）は

次のように指摘している。 
「この事業全体の問題点を示すと、次の２点である。第１は、『琵琶湖の計画高水位』である。

一般には、計画高水位までは被害を発生させないようにするのが普通であるが、琵琶湖では計

画高水位以下で被害が発生している。琵琶湖の計画高水位が、計画降雨に対する水位を意味す

るのであれば、計画高水位までは被害を発生させないようにするべきであり、琵琶湖からの放

流量を増大して計画降雨時に対する水位を『琵琶湖沿岸で被害が発生し始める水位（被害発生

水位）』まで下げようとするのであれば、被害発生水位を計画高水位とするべきである。第２

は『事業の効果』である。基礎原案によれば、この事業の効果を琵琶湖の『ピーク水位の低下』

と『浸水時間の低減』で表現しているが、後者の評価が不適切である。すなはち、後者の評価

時間として、基礎原案では、制限水位を越えた時間から制限水位に戻るまでの時間を用いてい

るが、制限水位を被害発生水位に置き換える必要がある。」（Ｐ3－8 の下から 3～3－9 の 9 行

目）と指摘している。 
琵琶湖総合開発事業の琵琶湖の治水・利水計画そのものが問題なのである。 
流域委員会は琵琶湖の治水・利水計画の抜本的再検討の必要性をもっと指摘すべきではないか。 

 
③琵琶湖沿岸浸水被害の軽減について、流域対応と河川対応の総合的対策の具体化の必要性が指

摘されてきたが明らかとなっていない。 
「琶湖沿岸の浸水被害軽減のために、『水害に強い地域づくり協議会（仮称）』を設置し、土地

利用誘導などの諸施策について、検討する」と河川管理者はのべてきたが具体的進捗を検証す

べきである。 
「淀川水系河川整備計画基礎原案に対する意見書」（平成 15 年 12 月淀川水系流域委員会）は

「（2）琵琶湖沿岸の浸水被害の軽減」で「琵琶湖沿岸における浸水被害の軽減は住民の歴史的

悲願であるが、土地利用誘導のみならず、建築物の移転・耐水化などの多様な流域対応ならび

ポンプ排水や遊水地などの河川対応を琵琶湖沿岸でも実施する必要がある。琵琶湖からの放流

量を増大することはもちろん重要である。放流の増大量については、琵琶湖沿岸での浸水被害

発生水位を把握し、どのくらいの時間でその水位に下げようとするかを明確にする必要がある。

また、瀬田川洗堰から宇治川塔の島地区間での区間の流下能力（放流能力）の増大量および増

大方法については、歴史、景観、環境、費用などを勘案した総合的判断が必要である。」（Ｐ3
－3 の下から 2～3－4 の 6 行目）。また「治水・防災の具体的な整備内容」で「『整備方針』に

取り上げられていた琵琶湖沿岸での対応が、『具体的な整備内容』では欠落している。琵琶湖

および沿岸での『河川対応』と『流域対応』は重要であり、具体的な整備として取り上げられ

る必要がある。」（Ｐ3－8 の 5～8 行目）と指摘している。 
 
琵琶湖部会は「琵琶湖の緩やかな水位上昇による湖岸域の洪水被害は主として田畑の冠水であ

り、人命への深刻な影響が危惧される流入河川の急激な氾濫洪水の場合とは別個に考える必要
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がある。この場合、浸水補償・移転促進・輪中堤建設・ピロテイー構造化等の方策の策定を、

十分に検討すべきであり、また、浸水の可能性のある周辺農地を『遊水地』や野生生物の生息

地として借り上げる等、積極的に活用する施策の検討をも行うべきである。その場合、農林行

政での『水田の多目的機能』政策と連携することが必要である。」（Ｐ琵－8 の 3～9 行目）と指

摘している。 
冠水による水稲の湛水被害に対してはポンプによる強制排水（内水排除施設）がもっとも効果

があることは水資源機構・琵琶湖開発総合管理所が強調しているところである。 
 
淀川部会は、「基礎原案には、琵琶湖沿岸での対応が欠落しており、それについてもあわせて

検討する必要がある。」（Ｐ淀－24 の 12～13 行目）、「どれくらい流下能力（放流能力）を増大

するか。基礎原案では宇治川塔の島地区の流下能力を基準に増大量を設定しているが、『琵琶

湖沿岸での対応』と併せて適切な増大量を再検討すべきである。」（Ｐ淀－24 の 18～20 行目）

としている。 
 
 このように琵琶湖沿岸における浸水被害の軽減のためには、土地利用誘導のみならず、建物の

移転・耐水化などの多様な流域対応ならびポンプ排水や遊水地などの河川対応については、琵

琶湖沿岸でも実施する必要があると流域委員会は指摘してきたのであって、琵琶湖沿岸の浸水

被害の軽減についての指摘が河川管理者においていかに検討され、いかに具体化されているの

か検証し、指摘する必要がある。 
 
④瀬田川洗堰の放流能力の増大の効果として琵琶湖の環境改善に過度の期待を持ってはいけない

と考える。 
 
瀬田川洗堰の放流能力の増大は、琵琶湖の水位を低下させるスピードを上げることであり、琵

琶湖の環境と生態系に悪影響を及ぼしている急速な水位低下をより緩慢にすることとは相矛

盾するものである。 
もっとも瀬田川洗堰の放流能力を増大させ、琵琶湖の水位操作を弾力的に行うことができるよ

うにすることが琵琶湖の環境改善に役立つという考えであろうと思うが、琵琶湖をダムとして

扱い、自然の流れに逆らっておこなっている水位操作を根本から見直し、自然の水位変動を基

礎に可能な限りそれに近づけることが重要である。 
瀬田川洗堰の放流能力の増大による琵琶湖の環境改善効果を過大評価してはならないと考え

る。 
 
３、「4－2－2京都府（上水）の新規利水」について 

意見（案）は、「より多くの水の取水を可能とし、新規利水に供せることになる」（Ｐ18 の 8、
9 行目）とあるが他所でみな水需要減少であるのに、京都府（上水）のみが新規利水を必要と

していることが理解できない。新規利水の必要性についての検討・検証はどのように行われた

のか、内容を明らかにされたい。 
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４、「4－3－4 宇治川塔の島地区の流下能力」について 

天ヶ瀬ダム再開発事業の最大の問題の一つは、１５００m3／秒の流下能力確保のための河川改

修がすでに宇治川の自然環境と景観を破壊しており、さらなる安易な河床掘削は宇治川の自然

環境と歴史的景観に最後の止めを刺すことになるということである。 
意見（案）は、「宇治川塔の島地区の流下能力の増大に関しては、たとえ河床掘削による方法

が妥当であるとしても、この地区の歴史的・文化的景観を配慮して、河床の掘削量を極力抑制

する必要がある」（Ｐ19 の 21～25 行目」としている。 
河床掘削ありきでは困る。「宇治川塔の島地区の流下能力の増大に関しては、たとえ河床掘削

による方法が妥当であるとしても、この地区の自然景観、歴史的・文化的景観を配慮して、河

床の掘削量を極力抑制する必要がある。できれば避けるのが望ましい。河床掘削しないことを

前提とした検討が必要である。」とされたい。 
「淀川水系河川整備計画基礎原案に対する意見書」（平成 15 年 12 月 淀川水系流域委員会）

は、「『塔の島地区の河道掘削』はこの地区の歴史的景観を保全するため、できるだけ少なくす

るべきであり、できれば避けるのが望ましい。堤防補強などにより、河道を掘削せずに流下能

力を増大する可能性についての検討が望まれる。」（Ｐ3－8 の 19～22 行目）としている。 
淀川部会は「③の鹿跳渓谷の流下能力増大および⑤の宇治川塔の島地区の流下能力増大につい

ては、歴史的価値および景観保全などの観点から、現状保全を前提とした検討が必要である。」

（淀―24 の 27～29 行目）としている。 
また今回の意見（案）は、「4－3－5 環境への影響（2）景観への影響」で宇治川塔の島地区の

景観は、宇治川改修工事によって景観が大きく破壊されてきたことを認識し、「流下能力を増

大させるための河床掘削はさらなる改変をもたらす」（Ｐ20 の 11～12 行目）と指摘している。

河床掘削を安易に認めることは宇治川の自然環境、歴史的景観のさらなる破壊に手をかすこと

になる。 
 
私たちは宇治川の特別の価値を次のように考え、宇治川本川の河床掘削に反対である。 
①宇治市は、2003（平成 13）年、「世界遺産である平等院および宇治上神社とその間を流れる

宇治川流域一体の景観をとくに宇治市民のシンボルとして位置付けます。このシンボル景観

を背景も含めて保全し、後世に引き継いでゆくことを、市民ならびに事業者および公共機関

の務めとします」と「宇治市都市景観形成基本計画」と「宇治市都市景観マスタープラン」

においてシンボル景観と位置付けた。 
②新たに制定された景観法は、第２条で、「良好な景観は美しく風格ある国土の形成と潤いの

ある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、

現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければなら

ない。」と定めている。宇治市は景観行政団体として景観計画の策定に着手している。 
③平成 15 年 7 月、国土交通省は「美しい国づくり政策大綱」を策定し、その前文で「国土交

通省は、・・・、まず、自ら襟を正し、その上で官民上げての取り組みのきっかけを作るよ

う努力すべきと認識するに至った。そして、この国土を国民一人一人の資産として、我が国

の美しい自然との調和を図りつつ整備し、次の世代に引き継ぐという理念の下、行政の方向

を美しい国づくりに向けて大きく舵を切ることとした。」とし、「地域ごとの状況に応じた取
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組みの考え方」で「世界文化遺産や伝統的建造物群保存地区の歴史的景観、我が国を代表す

る日本三景の自然景観などだれでもが認める優れた景観は行政と国民の責務として保全す

べきである。これらの地域での公共事業においては、景観への影響に特段の配慮を払うべき

であり、事業実施の是非、工法等について慎重に検討する必要がある。」としている。 
世界遺産と一体となった宇治川の自然環境と歴史的景観は、特別に保全し継承しなければな

らない特別の価値を持っていると考える。したがって、たとえでも安易に河床掘削を結論す

べきでないと考えている。 
  
問題はありとあらゆる可能性を検討することである。塔の島地区の特別の価値を認識するなら

ば、①１，５００m3／秒以下の流下能力を検討すること。②流下能力の増大方法の検討の中に

は、河床掘削をできるだけ抑える、掘削しない、代替案の検討が必要である。 
鹿跳渓谷で景観保全のために検討されているバイパス・トンネル同様、塔の島地区についても

バイパス・トンネルの検討を求めてきた。さらに検討を求める。 
 
「塔の島地区のバイパス・トンネルの検討」は、上下流の住民が参加した「天ヶ瀬ダムワーク」

が２年がかり真剣な議論の結果をまとめた河川管理者宛の「天ヶ瀬ダムワーク意見書」で「塔

の島の景観保全のための代替案を検討すること」として、「河床掘削を極力減らすための代替

案の検討」、「塔の島地区をバイパスするトンネル案を検討すること」を求めている。もしこう

した意見が無視されるならば住民参加は絵に書いたモチになってしまうので重視してもらい

たい。 
また河川管理者は、私たちの「質問及び意見書」（04 年 8 月６日）の「天ヶ瀬ダムから宇治川

JR 鉄橋下流へのバイパス・トンネルの検討」に対して、「迂回トンネルについては、地形や民

家の密集情況から現実的でないと判断していますが、代替案の一つとして課題や問題点を整理

して報告したい」（04 年 11 月 24 日）と回答書をよせており、同様の内容は、「琵琶湖～宇治

川までの流下能力 毎秒１５００㌧整備について」（第 6 回ダム WG 資料１－２《平成 16 年

10 月 4 日》、琵琶湖河川事務所）に示されている。 
こうした中で流域委員会が塔の島地区のバイパス・トンネルの検討を頭から否定し検討もしな

いことは道理がない。バイパス・トンネルについて更なる検討を求めたい。 
 
５、４つの代替案の検討について 

河川管理者は第 45 回流域委員会の審議資料 1－6－2「塔の島地区の河道整備について 宇治

川下流の治水対策について」（平成 17 年 8 月 24 日 国土交通省近畿地方整備局）の中で引堤

案、嵩上げ案、パラペット案、バイパス案の４案を代替案の検討ということで提示している。

流域委員会は、河川管理者が、それぞれの代替案について、いつ、どのように検討したのか、

その内容は、事業費はいくらか、報告を求めるべきである。 
また委員会として 4 つの代替案についてどのように検討されたのか明らかにされたい。 
なお、河川管理者が、流域委員会に対しては４つの代替案としながら、「塔の島地区河川整備

検討委員会」に対しては 4 つの対応と使い分けしていることが気になる。 
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６、「4－3－5環境への影響（2）景観への影響」について 

意見（案）は、「4－3－5 環境への影響（2）景観への影響」で「従前の景観への復元はほとん

ど不可能と思われる」（Ｐ20 の 11 行目）としているが私たちはそうは思いません。 
 天ヶ瀬ダムは撤去できませんが、「４－３－４ 宇治川塔の島地の流下能力」で「流下能力を低

下させている構造物の撤去についても検討する必要がある」と指摘されている塔の川締切堤

（約２億円）、左岸導水管（約１２億円）、右岸の亀石周辺の護岸工事名目の埋め立て（約３億

円）は撤去することが出来る。 
 これら宇治川本川の河床掘削に関連する工事によって宇治川の自然環境・歴史的景観が著しく

損なわれたのであるから、これらが撤去されることは宇治川の自然環境・歴史的景観の修復の

第一歩であり、私たちはこれらの撤去を求める。 
 
 宇治観光協会会長も「５年前の景観、元の景観に戻してほしい。締切堤を撤去して欲しい」「締

切堤がつくられたために観光船は宇治川本川に出られない。船が本川出でるためにはクレーン

で吊って出す必要がある。鵜飼は今年は１回も出られなかった。観光客から池の中でやってい

るとクレームが出ている。」と言われている。（10 月 29 日天ヶ瀬ダム再開発徹底討論）宇治橋

左岸上流の埋め立ても撤去を検討すべきと考える。 
塔の島と橘島の東半分の掘削は島を元に戻すことはできなくても、直線化され急斜面の護岸は

修復が可能である。 
問題は「流下能力を増大させるための河床掘削はさらなる改変をもたらすので」自然環境・歴

史的景観破壊をさらに進めることになる。河床掘削はやるべきでなく、他の方法の検討を求め

る。 
 
７、地域住民とともに検討し、再構築することについて 

意見（案）は、「（2）景観への影響」で「流下能力を増大させるための河床掘削はさらなる改

変をもたらすので、水位の維持調節施設による修景も含めて、歴史性を踏まえた景観計画を地

域住民とともに検討し、再構築することが求められる」（Ｐ20 の 11～13 行目）としている。 
ここでのべられている「景観計画」はいかなる内容で、河川整備計画とはいかなる関係なのか。 

 
河川整備計画への地域の意見の反映、地域住民の意見の反映は河川法の重要な柱であると認識

している。  
私たちは、すでに「世界遺産と一体となった」「新たな景観の創出を目指す改修計画を地域住

民とともに構築する」ためのシステムが必要であり、その一つとして「地域住民、市民団体が

参加する『宇治川委員会』（仮称）の設置」が必要と提案してきた。 
「事業中のダムについての意見書」（2005 年 1 月 22 日、淀川水系流域委員会）は「宇治川の

歴史的、文化的景観に配慮して河床の掘削量をできるだけ押さえるとともに、過去の景観との

対比を通じて新たな景観の創出を目指す改修計画を地域住民とともに構築することが重要で

ある。」としている。 
しかし河川管理者は 2005（平成 17）年 10 月 1 日に淀川河川事務所の諮問機関として「塔の

島地区河川整備検討委員会」を設置するにあたり、私たちは委員を市民公募すべきである、私
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たちも参加の意志があることを表明したが、河川管理者は、これを無視して市民公募せずに委

員会を出発させた。これは流域委員会の第２次委員が公募になったことから見れば大きな後退

である。 
「地域住民とともに検討し、再構築することが求められる」と一般論をのべても宇治川に関し

ては河川管理者が住民参加のシステムの一つである委員の市民公募を拒否した現状があり、こ

れをいかに考え打開するのか、具体的な検討・手立てが必要であると考える。 
 
８、4－3－4「宇治川の堤防についてより十分な精査を行ったうえで堤防強化をすべきである。」 

１，５００m3／秒という高水位、数週間に及ぶ長期間放流という宇治川とっては過去に経験し

ていない高水位、長期間放流がもつ堤防の危険性を含む諸問題に対して地域住民は不安に感じ

ているが、どのように対策するのか明らかになっていない。 
 河川管理者は堤防の詳細点検の結果を明らかすべきである。流域委員会は堤防の詳細点検の結

果を検討・検証し、地域住民の不安に答えるべきである。また高水位・長期間放流のもつ問題

を整理し、検討すべきである。 
 
９、審議資料について 

河川管理者が流域委員会に提出した審議資料の誤り・不正確さを指摘したが改善されていない。 
「天ヶ瀬ダム再開発の調査検討（とりまとめ）」（第 42 回委員会審議資料 1－6－3、第 45 回委

員会審議資料 1－6－1、第 32 回淀川部会審議資料 1－3）で「宇治川の塔の島地区の改修規模

は１，５００m3／ｓなので、琵琶湖から放流できる最大量も１，５００m3／ｓになります。」

（Ｐ10 の 14 行目）と記述しているが、平成 17 年 7 月 1 日に河川管理者は「大戸川ダムは当

面実施せず」という方針を出したのであるから、大戸川ダムはないのであって大戸川の流量３

００m3／ｓを考慮すれば、瀬田川洗堰の最大放流量は１，２００m3／ｓ以下となる。大戸川

の流量がゼロでない限り、瀬田川洗堰の最大流量は１，５００m3／ｓにはならないのである。 
記述の誤りについて 8 月 22 日の住民と流域委員会の意見交流会、その後の 8 月 24 日の流域委

員会においても指摘した。河川管理者も認めながら資料を訂正していない。これは真摯な態度

とはいえない。 
また「後期放流時においても水位を洪水期制限水位以下に保つためには、洪水期制限水位にお

いて１５００m3／ｓの放流能力を確保する必要があります」（Ｐ10 の 9、10 行目）と記述し

ている。 
この影響であると思われるが、意見（案）の「4－1 天ヶ瀬ダム再開発の経緯」で「琵琶湖の

後期放流時の計画最大流量１，５００m3／ｓを天ヶ瀬ダムで放流するため、」（Ｐ17 の 6、7
行）と記しているが、天ヶ瀬ダムは１，５００m3／ｓの放流能力をもっても１，５００m3／
ｓを放流することはできない。 
その理由は、71 年 12 月に策定された「淀川水系工事実施基本計画」で「宇治橋付近計画高水

量１，５００m3／ｓ」が定められているのである。天ヶ瀬ダムから宇治橋の間で宇治川に志津

川、白川が合流しており、また関西電力宇治発電所の６０m3／ｓが合流しているのでこれらを

考慮すれば、１，５００m3／ｓ放流はできないということである。 
以上 
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第 33 回淀川部会の傍聴をしたものでございます。今日まで部会としての精力的な審議をしてい

ただいていることに対し敬意を表するところでござます。 
 
さて当日の「審議資料 1 淀川水系 5 ダムの調査検討について(案)」についての一部分に対し意見

を述べます。 
 
 去る、8 月 22 日開催の住民と委員との意見交換会(大戸川ダム)の傍聴者(大鳥居の住民)からの

「我々移転をした地域住民がどうしたらいいのかということをひとつ答申の中に具体的に組み入

れていただきたいことを要望したい」という意見に対して今本委員は「現に被害を被っておられ

る方がおられるわけです。その方達の配慮、私どもは決定する立場にはありませんが、当然意見

をいわなければならないと覚悟しています。これからの私どもの活動を見守って下さい。」と答弁

されました。今回の意見書(案)の中にこのことがどのようなかたちで反映されているのかお伺い

します。また、意見書(案)の p16 の 3-2-3 地域社会への影響についての内容でございます。下段

より 1～2 行の「移転を余儀なくされた住民に対しては、河川管理者の誠意ある対応が特に望ま

れる。」とあるが、委員会としていかなる対応があるというのか、対応について考え方を 2～3 例

示した上で河川管理者の誠意ある対応を望むべきであり、あまりにもこの内容では具体性がなく

意見としては無責任過ぎると思います。誠意ある対応を意見書の中でお示し下さいます様お願い

致します。 
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『嘘の病 盲腸を迷走す』 
 ＝岩倉峡流下能力をめぐる情けない空咳＝ 

〔‘05・12・6〕 
 

自然愛・環境問題研究所 
総括研究員 浅野 隆彦 

 
《 空咳 その１. 何故岩倉（57.4km）地点に当てはめて、H－Q 曲線図を出すのか?! 》 
  
 私と「伊賀・水と緑の会」メンバー数名は、木津川上流河川事務所を訪れ、第 3 回目の

「川上ダム問題集中討論」を行った。（11/11）調査課職員達と私の議論で、私の追及に於け

る一つが、上の質問であった。岩倉（57.4 km）地点は＜参考資料 A－２＞にあるように、

岩倉観測所第１断面の直近にある。しかし、＜参考資料 A＞と＜参考資料 B－２＞をよく見

て頂きたい。縮尺が違うため紛らわしいが、若干断面が違う。 
 そして何よりも「観測流量表」が記録しているのは、第 1 断面から第 2 断面に、浮子（フ

ロート）が到達する時間を測定し、その平均時間（３から５個又は７個迄の浮子が投入さ

れる）を出し、第 1 断面と第 2 断面の平均河積に掛け合せて流量を出しているのである。

つまり、これ迄の岩倉観測所の観測データは、岩倉（57.4km）地点とは関係ないのである。 
 『しかし、第 1 断面の近くだから流量は同じじゃないですか。』調査課長の言である。『違

う。本当のところ、岩倉（57.4km）地点での「計画高水位流量」にすりかえてしまえば、

31cm も低いレベルで河積がせばまる。それが狙いではないか。』 
『はい。その通りです。』とは言わなかったが、第 1 断面と第 2 断面の平均河積に平均流速

を掛け合わせて流量を出していることは認めざるを得なかったのである。その両方共、計

画高水位は、DL136.9m であった。 
 
《 空咳 その２. ＜参考資料Ａ＞にあるように、平成 6 年以降の水位流量だけでもって

H－Q を外挿するのか?!（単に 7 ポイント） 》 
 
 この事の不当性は 2 度ほど意見書で述べているが、以前から調査課は『平成 6 年から河

道（横断面）が変わっており、それ迄の観測データが合わなくなったので･･･。』と言い訳

がましく言って来た。本当のところは、平成５年不等流計算値、その他都合の悪い１４ポ

イントの観測値を見せたくなかったのであるが。 
 9 月 30 日の第 2 回集中討論の時、＜参考資料 B＞「岩倉第 1 断面重ね合せ図」を提示し

て来た。私は入手していた昭和 48 年以降の「観測流量表」に付けられた「横断面図（測量

図）」と照合して見た。 
＜参考資料 B－２＞、＜参考資料 B－３＞を合せ見、＜参考資料 B＞を確認して頂きたい。
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とにかく、意図的にと疑うほど描線が間違っているのであり、この後に続く、第 2 断面の

重ね合せ図＜参考資料 C＞も相当量違っている。本当に単なる間違いでこれほどの違いが出

るのであろうか。結論から言えば第 1 断面、第 2 断面とも河積は殆んど変わっていず、む

しろ平成 14 年の方が最底河床が下り、水深が増えることで若干、流量増なのではないかと

思うほどである。調査課の言い訳も破綻した。昭和４９年以降平成２年迄の 1,000 ㎥/s あ
たりからの１４ポイントを加え 21 ポイントある観測実績も加え検討すべきである。 
 
《 空咳 その 3. タワケ事か、計画高水位（HWL）の更なるゴマカシ?! 》 
 
 ＜参考資料 D＞にある H－A テーブル表は、上記のような重ね合せ図の違いがある下で、

信用できるものではないことは確かである。「指記号」の先が更に重大なタワケ事である。 
 実際に第 1 断面は＜参考資料 B－２＞＜参考資料 D－３＞、第 2 断面は＜参考資料 D－

２＞＜参考資料 C－２＞を見ても、それぞれの年代で、H.W.L 、計画高水位として零点高

さ（DL126.400）＋10.5、つまり 136.9m の標高を計画高水位として表示している。これは

両方共昭和 62 年度から現在迄続けられている。 
 我々は「岩倉峡の流下能力」が幾らであるかを求めている。しかるに、つまらぬ「整備

計画上」という奇弁でもって“最小流下能力”へ導こうというのか。 
 これまで河川管理者は再々『（堤防高―余裕高）でもって流下能力を考えている。』と述

べてきた。岩倉峡入口上流での「氾濫シュミレーション」でも然りである。「余裕高」とは、

「河川管理施設等構造令」の中で定められ、計画高水流量によって高さが決まっている。

計画高水流量が 5,000 ㎥/s 未満である岩倉峡では、余裕高は 1.2m となっている。＜参考資

料 B－２＞は第 1 断面の横断面図で、低い右岸堤防で DL138.6m ある。計画高水位は

DL136.9m であるから、（138.6－136.9－1.2＝0.5）即ち、現在の高水位より 50cm アップ

した所、DL137.4m を「無害流量」流下能力の最大水位として計算に用いなければならな

い。 
第 2 断面＜参考資料 D－２＞に於ては、尚かつ両岸共 5～6m も現計画高水位を上回って

いるので、（142.6－136.9－1.2＝4.5＝右岸）となり、DL141.4m でもって「無害流量」の

最大水位と言えるが、これは 50m 上流の第 1 断面が DL137.4m であるから同程度にしなけ

れば仕方がない。このように「無害流量」としての「流下能力」と「最大流下能力」とを

計算しなければならない。「最大流下能力」とは、「越流現象が生じない限界の流量」と定

義されている。 
 以上のように、「岩倉峡疎通量」は、『何も訳がわからん』整備計画上？の無理矢理に作

った計画高水位に従うことなどなく、昭和 48 年以降の全観測流量データと、「無害流量の

最大水位」を尊重して導かねばならない。 
 
 更に言いたいことは、＜参考資料E＞に示したように、57.8kmから 57.2kmの間、約 630m
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の河床掘窄だけで流下能力が約 600 ㎥/s 増えると考えられる事である。これは言われてい

る「岩倉峡の部分開削」で先ず最小限の改変であろう。 
 
《 空咳その 4. 既存資料が整理・調整中の為、時間がかかっています?! 》 
  
川上ダム地点の基本高水量が異常に大きいので、検討したいからと＜参考資料 F－２＞の

内容通りのものを、10 月 27 日から木津川上流河川事務所に求めていたが、11 月 18 日にな

っても『本局の方にお願いしているのですが･･･』とラチがあかないのでシビレを切らし、

11 月 21 日近畿地方整備局の河川計画課長を訪ねた。しかるに、12 月 6 日時点に於て、資

料提出がない。1 ヶ月と 10 日もかけ、何を調整しているのか、私には様々の憶測が起って

くる。何かカイザン？をしているのか、インペイ？でも考えているのではないか。それほ

ど此処約 3 ヶ年、木津川上流河川事務所とのツキアイは不信・不透明極まるものであった。

幾つかの事例は、幾つかの流域委員会への意見書で発表しているが、特に、都合の悪い資

料はなかなか出さない事は共通して多い。 
 
 「基本高水量」の謎は、＜参考資料 G＞を見て頂くと判るように、元々「工事実施基本

計画」を決める時代（昭和 40～46 年代）に於て、経済的都市膨張に対応して水資源ダム計

画の急激な拡大を背景に、一部に、河川整備の理想主義的技術過信的傾向を孕んで生まれ

たもので、今様に言えば、「バーチャル」そのもので、何時迄経っても完遂不能の「基本高

水量」という名の魔物なのである。『九州地方整備局 平成 12 年度河川整備検討会『今後

の河川整備の進め方』会議速記録等より作成されたこの資料は、単に僅かを紹介しただけ

であるが、『幾らでも大きいものを考えて･･･』『従来の基本高水については、従来の工実の

数字をそのまま簡単に踏襲できるという状況ではないというのがわかっている中で、どう

処理していくのかというところが今後の議論だと思います。』などと九州地整の幹部や専門

家（河川工学学者）などが語っている。 
 私の主張と言えば『白紙に戻し、改めて流域住民、住民団体、環境団体、街づくり協議

会などを含めた「河川整備基本方針審議会」の中で決めていくべきである。』に尽きる。中

央で地方流域の河川整備基本方針を決めてはならない。 
 
 最後に、昭和 40 年 24 号台風洪水（6524）引き伸ばし倍率 1.56 倍として、洪水氾濫計算

書がようやくようやく到着した。 
 地点 47（岩倉峡入口＝岩倉観測所）4,068 ㎥/s、島ヶ原残流域から 80.6 ㎥/s、島ヶ原観

測所地点で 4,149 ㎥/s と最大流量が出ている。 
（4.068＋81＝4,149）完全に、岩倉峡入口に到達した最大流量は、きっちりと島ヶ原へ到

達している。意見書№598 では、3.967 ㎥/s と推量していたが、4,068 ㎥/s という数値が、

木津川上流河川事務所？から出されたのである。『氾濫するものはさせての到達量であるか
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ら、これまで言ってきた堤防天端―余裕高での計算であろうと思うが、その辺の明細は判

らない。』 
 岩倉峡疎通量 4.068 ㎥/s を認めるべきである。この流下能力で、場合によっては、上野遊

水地さえも不要であったと言える。 
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『川上ダムは安全か』〔改訂 第 3 版 原版= ’04・8・31〕 
〔‘05・12・5〕 

 
自然愛・環境問題研究所 
総括研究員 浅野 隆彦 

 
〔B〕活断層の発見へ 
１.）私のように専門知識も乏しく、本格的な調査資金を有しないものは、先ず資料（水資

源機構の調査報告書）と文献に喰らいつくことであった。 
 その中で大きな観点から推理を行ない、大断層形成の必然性をもった地質及び地形の特

徴を掴むことを出発点とした。 
 内陸部の地質及び地形は、全て「プレートテクトニクス」の影響を反映しており、活断

層の形態や変位についてもそれ以外のものではない。ここでは「プレートテクトニクス」

についての詳しい説明を省き、参考文献（A）及び（B）をご紹介するに止める。 
 
 近畿トライアングルと呼ばれる丹波、美濃地塊の東西水平圧縮と、紀伊地塊の北々西に

向う圧縮を受け、「伊賀盆地」の最南端に位置するのが、この旧青山町であり、そして「布

引山地」丘陵の標高 300m 付近が「古伊賀湖」（古琵琶湖の南半分を指す）を切る縁である

ことが明らかになっている。 
＜資料 1＞に示されているように、C（琵琶湖層群）の存在は、接峰面 300（m）位以下

に限られ、青山高原から北の南北走向脊梁である鈴鹿山脈沿いでは、ほぼ 400（m）位で限

られている。 
 「布引山地」や「大和高原」などの丘陵は、170 万年前位に隆起しはじめ、「古伊賀湖」

に礫や土砂がどんどん流れ込んで堆積していったのである。その後、130 万年前頃、地殻の

大変動期が訪れ、鈴鹿山脈が隆起したり、周囲の丘陵なども隆起して立派な山地を成し、

大量の砂礫を流し込んだ為に、「古伊賀湖」を含む「古琵琶湖」は埋没し、消滅へと向った

と言われている。 
 
 「プレートテクトニクス」に対応する以上に述べた当地方の地質史から、＜資料 1＞「広

域地質平面図」に表われているように、「古琵琶湖層群」を東で、ほぼ南北で切る「頓宮断

層」、南で北東から南西に切る「前深瀬川断層」（これこそ、新しく発見した活断層である）

と、室生火山岩類曽爾層と片麻状花崗岩を切って北上し、前深瀬川合流部を横断する「長

瀬断層」が“地質構造的断層”として特徴的に認められたのである。 
 上の認識を一歩進める為に、＜資料 2＞「水系図および断層分布図」で検討してみると、

「頓宮断層」は「勝地断層」を切り、（イ）のように「長瀬断層」の延長部と思われる地質

構造線に連続するか、南下を続け、（ハ）のように「福川断層」に到達しているのではない



676 自然愛・環境問題研究所 総括研究員 浅野隆彦氏 

676-2 /19 

かとも思われる。（ロ）は「前深瀬川断層」であるが、「阿波断層」と連続するリニアメン

トを示し、「旧川上・上集落」の裏山で「長瀬川断層」延長部と斜交し、滝之原を通り、下

比奈知の「名居神社」南方を抜け、近鉄「三本松」駅南側で「初瀬（与喜浦）断層」に連

なっていると考えられる。このルートで「古琵琶湖層群」南端を規制しているリニアメン

トであることは間違いない。＜資料 4＞「広域地質平面図」（1983.3）で確認できる。 
 
2）さて、広域に於て「前深瀬川断層」」に該当するリニアメントの概線が抽出された。 
活断層の定義については、水資源機構は「地質第四紀以降に形成され、今後も断層活動が

引き起される可能性がある断層」としているが、その時期は約 200 万年前以降とするのか、

約 170 万年前あるいは 180 万年前以降とするのか学説も定まっていないというところであ

る。が、「古伊賀湖」は、170 万年前位から隆起した「布引丘陵」（褶曲山地）に、砂礫・土

砂の供給を受けているから、約 170 万年前以降に「規制する断層」が形成されたと考える

のが順当ではないだろうか。5～600 万年前頃から「太平洋プレート」の西向の圧迫が優越

してきた為、この「フィリピン海プレート」の北北西から北西方向への圧迫から生じた褶

曲面を持つ「布引丘陵」は、130 万年前の「地殻大変動」により、多くの東北東から西南西、

あるいは北東から南西への走向を示す横ずれ、逆断層、衝上断層を生じさせたのである。

それが、「小波田断層」「福川断層」「霧生断層」などであり、「前深瀬川断層」がほぼ平行

して並ぶのである。それらは全て褶曲軸に平行するヒンジ部であり、東西圧縮により「せ

ん断」された形となっている。 
 
3）広域での感じは掴めた。具体的に何処にどの様に存在し、何故「活断層」と言えるのか。 
 「活断層」と思えるリニアメントは、先ず、「空中（航空）写真の判読」から入る。はじ

めの頃は、1 枚の写真を食い入るように見つめ、釘で引っ掻いた様な、長く連続する直線、

弧状的な曲線を探したと言う。今では写真を 2 枚並べ、専用のスコープで立体視し、判定

し易くなる方法が使われている。 
＜資料 4＞「ダムサイト周辺のリニアメント」（S56 年 1 月）を示す。他に 2 社、空中写

真判読の報告図があるが、テンデンバラバラのリニアメントで信頼できるものではなかっ

た。朱線で強調したものが、これ以降の調査で断層として確認されている概線で、おおむ

ね当っている。 
ダムサイト右岸の鞍部附近から「旧川上・上集落」を抜ける 5 本のリニアメントが、この

図だけから言っても何かしらイワクあり気な集合的雰囲気を見せている。 
 「空中写真の判読」から選定した概線をつなぎ、地形図上で断層変位により形成された

後の浸食地形の特徴を見出そうとする。 
 当地のような多雨温暖気候と花崗岩類基盤地質の山地では、断層崖のような地表断層の

露頭など殆どなく、①直線的に延びる谷や流路、②一定方向に連なる尾根上の鞍部、③山

地の小起伏に関係なく一定方向に延びる崖や三角末端面、④直線的に連なる沢筋や山腹斜
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面の傾斜変換点、⑤起伏量や水系パターン・密度の直線的な境界。など、大部分が断層に

沿う部分が選択的に浸食を受けた二次的なものであり、断層の両側で大きく異なる地質構

成・構造が地形に反映されたものである。〔坂・2002/10/10〕 
 上記のような地質学者の教えに従い、そして水資源機構の地表踏査での露頭断層がどの

ような走向・傾斜を示しているか、又、その推定破砕巾や断層ガウジの生成岩質、巾、軟

質か固結か、あるいはボーリング調査結果、そして弾性波探査から出た断層の走向や傾斜、

破砕巾などを解析し、地形図に描いたのが、＜資料 5＞「川上ダム周辺断層平面図」である。 
 断層は、露頭にある多くの場合、走向・傾斜はほぼ見当がつくけれど、粉砕巾が不明で

ある。これを補えるのはボーリング調査と弾性波探査による解析である。又、露頭そのも

のも、強い侵食、崩壊・埋没とかで地表で発見することもなかなか困難であろう。 
 とりあえず、水資源機構の「現調査済資料」をつなぎ合わせるつもりで解析し、求めた

推定断層が「川上ダム周辺断層平面図」に記入されたものである。ダムサイト以外は、そ

う本格的にボーリング調査及び弾性波探査がなされたとは言い難いので、まだまだ断層の

数や大規模断層の詳細について、明確に把握している訳ではない。ましてや、資料のイン

ペイ・カイザンと思われる疑わしき証拠もあるので、「明確性」について今後の検証も必須

事項である。（この内容及び小波田断層、福川断層等に関わる活断層調査への疑問は、本論

文の〔A〕及び〔C〕に記述されているが、両篇を今回同時に発表すると参考資料を合せ、

20 数枚増加する事になるので時機を得て、「流域委員会への意見書」として提出することに

した。） 
 
4.）＜資料 5＞中の赤丸の記号は、その断層の存在を証明する「露頭断層の走向・傾斜」「ボ

ーリング名」「弾性波探査測線番号又は低速度帯分布図あるいは、それらの解析結果を示す

図書などの＜資料番号＞」などを表示する＜資料 6＞「川上ダム周辺断層証拠リスト」と照

合しながら追って戴きたい。 
 
5.）右岸鞍部から合流部原石山を通る推定断層が「活断層」であることは、既に淀川水系流

域委員会への「意見書 No.661」に於いて論じている。参照を乞う。 
 
＜注記＞参考文献については、全篇の最後に記載しているのでこの篇ではご勘弁願いたい。 
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＜資料 6＞ 
「川上ダム周辺断層証拠リスト」 
 
記号 露頭断層の走向・傾斜／ボーリング名・弾性波探査測線〈資料 No.〉 
A ＜資料 7＞N24E86E、N19E76W、41E88W 

＜資料 7’＞（1）～（3） 
B ＜資料 8＞＜資料 8’＞＜資料 8’ ’＞＜資料 8’ ’ ’＞ 
C ＜資料 9＞他に（ロ）─（ロ）線は N5E70～90E 
D ＜資料 10＞TCD-2 測線、TCB-2(fr16m≦？) 
E ＜資料 7＞＜資料 7’＞（1）～（3）、N41E88W（fr3ｍ） 
F TCD-1 測線、TCD-3 測線、TCB-1、N30E80W（fr2.3m） 
G ＜資料 7＞＜資料 7’＞N13E67W（cl30cm）、N35E67W 
H ＜資料 7＞＜資料 7’＞ N65E45W（複合的 fr8m） 
I ＜資料 7＞＜資料 7’＞ N55E51W、N55E50？W（fr15～20m） 
J ＜資料 7＞＜資料 7’＞（１）～（２）N55E50？W（fr 複合的？15～20m） 
J2 ＜資料 7＞＜資料 7’＞N45E50？W（fr4ｍ） 
K N22E80W（マサ化 50 ㎝）、N38E64W（シャーゾン 1.5m） 

 N72E72W（マサ化 50 ㎝）主断層は N22E80W（全体で 2.2～2.5m） 
L 小地溝が古琵琶湖層群の端で 200m 以上続いている。 
M NW70E（fr40cm～100cm） 
N ＜資料 8＞N38E45W 
O N27E59W（fr50cm） 
P N24E60W 
Q N40E74W（マサ化 3m） 
R DLB-11、B-5（fr5.2m、cl2.2m） 
S N28E74W 
T N50E65S 
U N2E70W、N14E88W 
V N20E70W 
W N32E70W 
X N2E70W、N24E80W、N60E68W 
Y N32E77W（fr50～100cm） 
Z N5E87W（マサ化 50～100cm） 
イ マサ化著しい 
ロ マサ化著しく、巾は 20m 以上 
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淀川水系流域委員会様 

酒井 隆 

淀川水系流域委員会の審議にとって、重要な新聞記事ですので、意見書として提出します。 
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平成１７年１１月９日 
淀川水系流域委員会様 
 

宇治市 山岡久和 
 

塔の島地区 1,500m3/s放流についての意見書 
 

 
昭和 46 年の「工事実施基本計画」において琵琶湖からの淀川への流量は、琵琶湖水位が０ｍの
とき 800m3/sとする。 
計画高水流量は、宇治地点において 1,500m3/sとする。 
宇治川の計画高水流量に関しては、洪水時は宇治地点において琵琶湖からの放流量を 0m3/sとす
るということと、琵琶湖の後期放流時の宇治地点における計画高水流量を 1,500m3/sとするとい
うことの両者を意味しています。 
また、天ヶ瀬ダムの建設(再開発)に関する基本計画（平成 7年 4月）では、天ヶ瀬ダム（既設天
ヶ瀬ダムの再開発により建設されるダムをいう。）地点における計画高水流量毎秒 2,300 立方メ
ートルのうち、毎秒 1,100立方メートルの洪水の調節を行う。（ダムからの放流量は 1,200m3/s） 
なお、琵琶湖の水位低下のための瀬田川洗堰の操作が行われている時において、流入量最大毎秒

1,500立方メートルの放流能力を確保する。ことになっています。 
結局のところ、宇治橋付近の最大流量 1,500m3/sの確保が最大のポイントであり、1,500m3/sが
出来ることを前提に上流域のネックポイントの流量を増加するための工事説明に過ぎないともい

えます。 
当時、塔の島地区を開削して、1,500m3/s の流量を流すことが出来たのは旧河川法であり、3.0
ｍの掘削を可能にしていたのであります。 
現在は新河川法に基づき、環境を配慮して河床の掘削量をどれだけ少なく出来るかということで

あります。 
 
＊余談ですが、先般の流域委員会で天ヶ瀬ダム再開発に関して新しく委員になられた方の発言で

ダム本体の放流量について余裕をもって造っておいたら良いと言われましたが、余りにも短絡的

な発言であり、いたずらに審議を混乱させているように感じます。今日まで何年もかけて議論さ

れた結果として平成 17年 1月 22日に「意見書」を出され、平成 17年 8月 5日に「淀川水系５
ダムについての方針」に対する見解を出されたものだとおもいます。 
 
いつまでも新しい委員である者の発言では済まされない問題だとおもいます。 
せめて、流域委員会が今日まで審議を重ね到達された経過ぐらいは知っておくべきだとおもいま

すがいかがでしょうか。 
 
河川管理者は、現在、河床の掘削量を 0.8mで 1,500m3/ｓを流せる案を提示されていますが、こ
の案で 1,500m3/sを流せば亀石あたりの既存道路を嵩上げして且つ、パラペットを設けなければ
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なりませんし、また、長期間に及ぶことがあり、観光面からも支障をきたすことになります。 
要するに掘削量を少なくした分、下流を掘削して塔の島地区を上に上げただけであり、その分、

洪水に対しては危険度が増し、景観も悪くなります。 
この案に至った経過としての説明かどうか定かでありませんが、平成 17年 8月 24日付けの塔の
島地区の河道整備について近畿地方整備局から①引き堤案 ②嵩上げ案 ③パラペット案 ④バ

イパス案の代替案の検討をしました。ということでありましたが、果たしてそうでありましょう

か。 
はじめから出来ない案を並べたに過ぎないのではないのでしょうか。 
このたび平成 17年 8月 5日に淀川水系流域委員会が「淀川水系５ダムについての方針｣に対する
見解を出されましたが、天ヶ瀬ダム再開発に関して鹿跳渓谷および宇治川塔の島地区については、

「自然景観や歴史的景観の保全に最大限の配慮」をする必要があります。「放流能力の増大に伴う

騒音・振動問題への対応のほか、生態系の保全についても最大限の配慮」が必要です。と言われ

ています。 
最大限の配慮とはどこまでを言うのか考えたとき、私は、ありとあらゆる可能性を検討すること

だとおもいますがいかがですか。 
また、河川管理者は、新しく「塔の島地区河川整備に関する検討委員会」を立ち上げられました

が、その委員会の委員長は掘削案について検討する方針で進められていますが、この考え方には

自ずと限界があります。 
それは川幅を固定して 1,500m3/sを流すということであり、①河床を掘る。②嵩上げをする。③
流速を上げる。（勾配大きくする等）④バイパスを造る。等の組み合わせしかありません。 
また、淀川水系流域委員会は、塔の島地区の流下能力については、河川管理者がこれまでに施工

した塔の川の暗渠、宇治川の部分締切、右岸遊歩道の撤去についての検討も必要です。と言われ

ています。 
しかしながら、塔の島地区はそれだけで 1,500m3/sを流して「最大限の配慮をした自然環境と歴
史的景観の保全」が出来るとはとても思えません。 
私は、1,500m3/sを流すことと「最大限の配慮した自然環境と歴史的景観の保全」を可能にする
方法の組み合わせの一つに、バイパストンネル案を加えるべきであるとおもいます。何が何でも

この断面で流そうとすることよりも、もうひと工夫して環境・景観についても配慮してほしいも

のです。 
それは、水理学の検討だけでなく、景観・生態系等あらゆる検討をした結果、どうしても現在の

川幅では流量がオーバーするとおもわれ量を、バイパストンネルで流すことも必要とおもいます。 
その場合、オーバーする流量は 200m3/s~300m3/s位ですむものと考えられるので、たとえば、
直径 10m位のシールド工法で技術的にも費用的（多少の事業費の増加はやむお得ない。）にも可
能であるとおもいますので、是非とも検討に加えて「自然環境と歴史的景観の保全」をしていた

だきたいと願うものです。 
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国土交通省 近畿地方整備局様                平成 17年１１月３日 
淀川水系流域委員会様 
 

山岡久和 
 

天ヶ瀬ダム再開発に伴う資料等について質問 
 

質問１．天ヶ瀬ダムの能力UPの妥当性について、 
①．現状のコンジットゲート 3 門で 1,100m3/s の能力であるが、計画最大放流量が 840m3/s
であります。洪水制限水位を変えれば計画最大放流量を大きく出来るのではありません

か？ 
更に、クレストゲート四門で 680m3/sの能力があります。発電水利権が 186.14m3/sあり
ます。 
宇治川の洪水時として考えれば、天ヶ瀬ダムの最大放流量は 1,200m3/s であるから、（大
戸川流量550m3/sと瀬田川洗堰全閉で天ヶ瀬ダム流入量2,300m3/sを1,100m3/sに調節）、
天ヶ瀬ダムからの最大放流量 1,500m3/s（洗堰から 1,200m3/sと大戸川より 300m3/s）は
琵琶湖の後期放流量です。果たして天ヶ瀬ダム再開発事業で 1,500m3/s放流能力の本当の
必要増加分はいくらですか？ 
天ヶ瀬ダム再開発事業の主たる目的である琵琶湖の後期放流時は、宇治川の洪水危険が去

った後であるから放流に関しては、宇治川堤防及び塔の島地区の諸問題を除けば、現在の

天ヶ瀬ダムでも、現在の洪水時制限水位を超えることにより、天ヶ瀬ダムより 1,500m3/s
を流す計画として洗堰の操作と合わせれば、流量だけで言うならば大きな問題は無いので

はありませんか？ 
要するに、宇治橋付近で 1,500m3/s の流量しか流さないのですから。{「天ヶ瀬ダムの建
設（再開発）に関する基本計画（平成 7年 4月 17日）参照」} 

②．利水について、京都府の水道用水として、現在は 0.3m3/sでありますが、天ヶ瀬ダム地点
において、新たに最大 51,840m3/day（0.6m3/s）の取水を可能にする計画であると言われ
ていますが、すでに暫定水利として使用しているらしいと噂がありますが事実ですか？ 
もし事実であるならば、既設ダムでも問題は無いということですか？ 
 

質問２．第４５回委員会 （審査資料１－６－２） 塔の島地区の河道整備について、再度、宇

治川下流の治水対策についてお聞きします。 
①．６番の「引き提案」が亀石上流より右岸を約５０メートルにわたり宇治橋下流を越えて関

電の放水路上流まで削る計画になってありますが、地域の歴史にも基づく「環境と文化」

を破壊する計画であり、 
また、憲法に保障された土地の所有権を侵す戦前・戦中の国家でなければ、絶対に出来な

い計画です。その上、現在の宇治橋は架け替えられて毎秒 1,500m3/s に対応しています。
この案はいつの時点のものですか説明してください。 
また、委員会はこの計画案の内容の説明を受けられ、審議されましたか？ 
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②．７番の「嵩上げ案」について、このエリアの設定をどんな基準で定められたのですか？ 
また、右岸側はすでに今までの工事で改修されていますが、更に嵩上げが必要であるとい

うことですか？ 
また、「まちづくりと一体となった整備が必要とありますが」と言われていますが、どん

な制度を導入しようと計画されたのか教えてください？ 
この案を作成されるにあたり住民の意向をどのようにして調査されたのですか？ 
もしも、関係する地域住民がこの計画案に同意されたら実施されますね、そのときの事業

費は概算でいくらになりますか？およその工期は何年を考えていますか？委員会はこの

計画の内容についての説明を受けられましたか？ 
③．８番の「パラペット案」についてすでに右岸は概ねそのように施工されています。左岸側

を約 1.7mの高さもある壁を設けることは、治水のみを考えた案であり、誰が理解される
と考えて検討案としてだされたのでしょう。この地域は宇治市の観光の中心です。琵琶湖

国定公園、特別風致地区、宇治市景観条例でシンボルゾーンに指定されている地域であり

ます。一度でも地元の誰かの意見を聴かれましたか？委員会はこの計画案の内容の説明を

受けられましたか？ 
④．9 番の「バイパス案」について、トンネル部と開水路部がありますが、このルートが最善
であるとして検討されたのか疑問です。他にも検討されたものがあれば、開示していただ

きたい。 
また、開水路部は、古い神社やお寺等があり、その上、新しい道路、新しい京阪電鉄宇治

駅、JR の高架、並びに既存道路の取り付け等があり、絶対に施工が出来ないことを知っ
て描かれていますが何かあるのですか？質問３の１．２．３．４は、当初の河床掘削 3.0m
案から現段階の 0.8m案までありますが、どの時点において検討されたものか疑問です。
いずれの案もはじめから検討したポーズをしただけで中身がなく、掘削・嵩上げ以外出来

ないことの言い訳に過ぎません。 
委員会はこの計画案の内容の説明をぜひ受けていただきたい。 
現在の計画は、塔の島地区の川幅を広げないで流量を増加させようとする経済性優先の案

であります。 
この考え方では、①掘る。②嵩を上げる。③流速を速める。④バイパスを造る等、この組

み合わせ以外にありません。 
新河川法では｢環境・治水・利水｣が等しく目的化され、流域委員会も「自然景観や歴史的

景観の保全に最大限の配慮をする必要がある。」とされています。 
バイパス案も組み合わせの中に含めて、今一度、十分な審議をしていただきたい。 
このような代替案をもつて「最大限の配慮」と十分な審議がされているとはとても言えな

いのではありませんか。 
 

質問３．宇治川堤防 27kmの調査・検討された情報の開示をしてください。 
    現在の土堤堤防が、長期間におよぶ琵琶湖の後期放流に対応出来るものかとて も不安

であります。 
     以上 
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淀川水系流域委員会様 

酒井 隆 

淀川水系流域委員会の審議にとって、重要なＨＰ資料ですので、意見書として提出します。
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保団連公害部が環境省に要請-低周波公害の対策強化を求める 

 11 月 27 日、保団連公害環境対策部は、あらかじめ小池百合子環境大臣に提出していた「低周波音公

害に関する要望書」について環境省との懇談、交渉を行いました。 

 これには野本公害環境対策部部長、汐見公害環境対策部員、保団連事務局、低周波音公害による被害

者など 9名が参加しました。環境省からは、上河原大気生活環境室長ほか 4名が対応しました。 

 今回の要請は、環境省が 3月に発表した「低周波音対策検討調査（中間取りまとめ）」を受けて「低

周波音問題対応のためのガイドライン」を作成していくとしていることから、これに対する要望という

ことで実施したものです。 

 主な要望点は①被害結果の視点から原因を区別すること②低周波音症候群は疾患であると認識する

こと③感覚閾値を排除すること④使いやすい測定機器を⑤「対策ガイドライン」に関連して「低周波音

対策検討調査」を危惧する、など。 

 特に今回は、感覚閾値（生体反応が表れる最小のエネルギ―の値）問題について時間をとり意見交換

しました。保団連からは、環境省の使用する感覚閾値データが実験や文献から得られたものであり、こ

れを基準とすると低周波音に鋭敏な人間の被害を見逃し、被害者を切り捨てる結果になると、具体的に

指摘しました。同席した低周波音被害者らも、現実に被害がるにもかかわらず環境省の感覚閾値データ

に合致せ被害が認められなかったてこなかった体験を訴えました。 

環境省側は低周波音に特に敏感な人もいることを認め、今後留意していくこと、また自治体での低周波

音被害の対応について被害者の立場にたって的確に対処できるように自治体対象の講習会などを開催

して自治体の低周波音対策のレベル向上に努力すると述べました。 
 
http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/031127kannkyousyou.html 
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和歌山環境ジャーナル （http://www.vaw.ne.jp/aso/wknet/html/020707.htm） 

毎週日曜日 11:10～ 

和歌山放送 1431kHz 

7 月 7 日放送分 

テーマ「低周波音公害」 

（K）こんにちは。小林睦郎です。コメンテーターは和歌山環境ネットワーク代表重栖隆さんです。重

栖さんこんにちは。 

（O）こんにちは。 

（K）よろしくお願いします。さて、今日はちょっと聞きなれない言葉かもしれませんけれども、低周

波音公害っていうお話をして頂くんですけれども、私は低周波公害っていう聞き方をしてたんですけれ

ども。低周波音公害っていうのはどういうものなんですか？ 

（O）そうですね。ご存知の方はご存知なんですけれどもね。人の耳っていうのは、一般にですね。周

波数。周波数ってこのラジオの電波、周波数って言いますけども。それよりも大分低いんですね。Hｚ

（ヘルツ）、１秒間に振動の数ですね。振動の数が多ければ高い音になるし、小さければ低い音になる

わけですが。だいたい１秒間に 20 回、20Hz と言いますが、20Hz 以上それから 20000Hz 以下、１秒間に

20000 回振動する。それ以下の音を人間は聞き取ることができるっていうんですね。20Hz 以下、20000Hz

以上は聞き取れないわけ。20Hz 以下の音を超低周波音、20000Hz 以上の音を超音波。 

（K）超音波。 

（O）どっちも聞けないんですね。ところがですね。人間の耳っちゅうのはね、そんなにね 20Hz から 20000

までね。きっちり聞けてないですね。本気で聞かないと、相当感度のええ人でないと聞けないんで、だ

いたい日常的に聞いてる音は人間が 2000Hz から 4000Hz ぐらいだろうと、その範囲。われわれのしゃべ

ってる声もその中へはまってるんですね。それをだいたい聞き取っておるということですね。100Hz 以

下っていうと相当聞こえにくい。ここら辺の音、さっきの 20Hz 以下の超低周波音も含めてですけども、

ここを低周波音と言うんですね。低周波音でもいいですし、低周波振動でもいいんですね。この低周波

公害、低周波音公害はですね。これがもたらす振動、それから身体症状を総称してですね。低周波音公

害というふうに言うんですね。和歌山の塩見先生、有名ですよね。 

（K）そうですよね。塩見先生ずうっと前から言い続けておられますよね。 

（O）そうですね。30 年くらい前からやってられるんですね。そういうことを先頭に立って、運動され

て来てまして、我々も塩見先生から随分そういうお話を聞いたことがあるんですけどね。実はね、塩見

さん、ずうっとそういうことで環境省に対しても何とかせえと言い続けてきはったんですけどね。今度、

環境省が 6月の 27 日、先週の末ですけれど、全国の状況調査の結果を公表した。というんで、今回こ

のテーマにしようかと思ったんですね。 

（K）でも、塩見先生がずうっと言ってこられた割にはなんか新しく思えたって感じなんですけど。 

（O）そうですね。この内容については、また後で触れたいと思いますけれど。 

（K）わかりました。音の公害って言いますとね。例えば騒音問題想像しますけど、それとは全く違う
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ものなんですよね。 

（O）そうですね。そこは非常に大事なポイントだと思うんですが、騒音公害と低周波音公害の違いと

いうのは、騒音公害はですね。やかましい。要するに、大きな音がなっとってやかましい。音源はいろ

いろありますけれど。それと低周波音公害というのはやかましいというよりも苦しい。 

（K）苦しい。 

（O）という違いがあるんです。 

（K）なるほどぉ。 

（O）音自体は聞こえてないわけ。 

（K）聞こえないですからね。 

（O）まぁ、聞こえる場合もあるんですけど、主として聞こえない。なんや知らん体がえらいという状

態ですね。 

（K）それ例えば当たりますとですね、どんな状態になるんですか？ 

（O）そうですね。要するに振動なんですよね。それが体に直接当たってくるということで、雑多でと

らえどころのない症候群、不定しゅうそっていう言い方しますよね。ちょっと具体的に言いますとね、

頭痛、不眠、イライラ、とにかくこれは全部あると。その他、人によってですね。肩などがこる。それ

から動悸がする。胸に圧迫感がある。何かこう締め付けられるような感じですね。それから息切れがし

たり、目まいがする、吐き気がする、食欲不振、腹痛ですね。耳鳴りがする、耳の圧迫感、痛みを伴う。

それから腰痛があったり、手足に痛みやしびれ、だるさがある、疲れやすい、微熱がある。鼻血が出る

というのも結構あるみたい。それから発作性ひんぱくと言いまして、動悸がね。 

（K）ドッドッドキッとするんですね。 

（O）脈がずーっと早くなるんですね。ただね、小林さん問題なのはね。同じように低周波にさらされ

ておってもね。低周波音にさらされておっても、感じやすい人とね、感じにくい人がある。敏感な人と

鈍い人がある。 

（K）これがなかなか難しさを加速してますね。 

（O）そうなんですね。だから感じやすい人に症状が出るんです。ところがね、音になってないわけで

しょ。その人はしんどいしんどい言うてるですけども、はたの者は鈍感なんで。 

（K）なんでやねんということになりますよね。 

（O）そうですね。頭おかしいんちゃうかと言われる場合あるわけです。だから、気のせいやとかね、

病院行ってもね、お医者さんも診断つかんわけですよね。非常に特異な症状です。だから何が原因かわ

かれへん。どこの診療科行ったらええかわかれへんし、行っても、お医者さんというのは、だいたいね、

中身、体の中に原因を求めます。外にあるとは思うてはれへん。体の中の胃腸が悪いんか、肺が悪いん

かとそういうことをずっと調べられるのがお医者さんて、そうです。内科のお医者さんてそうですよね。

外から来るというのはあんまり考えへんのですよね。そうすると、ますます発見しにくくって、どこの

病院通ってもあかんから、最後は精神科ちゃうかというふうなことになってしまうんです。 

（K）それは、辛いでしょうね。でもね、聞こえないとか、ほとんど聞こえない音なんですよね。また

それがなぜそんなに体に悪い影響与えるんでしょうかね。 

（O）それこそ、ようわかれへんらしいんです。僕、お医者さんやないからよけわからへんのですが、

塩見先生にお話を聞く機会あった時にですね。聞いてみますとですね。実際のところは、発症のメカニ

ズムと言いますかね。そこは実際のところはようわからんということなんですね。こういうことあるん
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です。発生源、例えば工場なんかから低周波が出てると工場の機械なんかからね。非常に低い音が体に

あたってね。それがどんどんどんどん体に影響与えてくる。その人は病気になるわけですね。工場から

の低周波公害で体を痛めた人とのだいぶ距離ありますわね。当然。減衰というんですけれども、音のパ

ワーといいますか、音圧というんですけれど、それは下がってるはずですよね。工場で働いてる人はも

っと強いところで働いているわけです。ところがその人らは平気なんです。その中にも敏感な人ってい

うのは同じ一定数の割合でおるはずでしょ。ところが工場の中では発症してない。 

（K）これは不思議な。 

（O）不思議な話なんですね。これをどないしたら解明できるか、これはカギがありましてね。工場で

働いてる時はみな緊張してはるんです。ごっつ緊張してるんです。仕事してる時は緊張してるんです。

今ラジオでしゃべってんのも。 

（K）僕、ごっつ緊張してますよ。 

（O）緊張してますね。僕も緊張してます。脈拍も上がってんのやから。そういう時はね。体の中で交

感神経が活発に働いてる。ところが、これラジオ終わりますね。スタジオ出て、堅調ほぐれまして、ビ

ールでも一杯飲んで、そしたらぐっとリラックスします。この時は副交感神経が働いて体っていうのは

リラックスする。 

（K）なるほど。 

（O）人間の体っていうのは、交感神経と副交感神経が適度に交代しながらですね、休養と活発に動く

のを繰り返してるわけです。で、どうやら、低周波音ていうのは副交感神経に影響を与える。だからね、

交感神経活発に動いてる時はね。 

（K）少々こたえない。 

（O）大丈夫みたいなんですね。ところがね、家でリラックスして休んでる人が被害を受けるというこ

とじゃないのかなぁというふうなことが言われてました。だから寝る時に来るんですよね。寝る時って

いうのは人間、一番リラックス、交感神経はすっかり休んで、副交感神経が働いて全身をリラックスさ

せる。その時にこの低周波音ってのはもろにこう攻撃をくらって、刺激されてね。副交感神経がやられ

て、興奮状態になるということじゃないかなというふうに言われてます。 

（K）その低周波音っていうのはどこから主に出てるんですか？ 

（O）あのね、それこそ塩見さんが最初に始められたのはね、道路公害ですよね。阪奈道路みたいなね、

ああいう大きな道路の周辺の住民の中でね。どうもわけのわからん症状が多発すると、あるいは工場の

周辺でね、不定しゅうそを訴える患者さんが来られたとかですね。そういうことが出発点だったって、

塩見さんの初期の本で僕読んだ覚えがあります。ところがですね。最初はずうっとそれで来たんですね。

国道 43 号線って、大阪と神戸結ぶ大道路、10 車線ぐらいあるすごい道路、あの周辺なんかでもそうい

うのが起こっていた。ということでですね。道路とか工場とかが発生源だったんですね。ところが最近

はですね。近所、お隣に設置された冷暖房機、クーラーとかね、それから温水器、それからマンション

のね。文電盤、それからですね。コンプレッサーですね。こんなんどこにでもあるものなんですけども。

それのちょっと大きいやつですね。低周波音もね、音圧が低かったらそんなに問題はないわけですから、

それはもう聞こえないから音の大きさっていうのはわかれへんねけどね。それはちゃんと測定できるん

ですけども、ある程度の音圧を加えると感じやすい人は感じるということなんですね。どんな感じなん

でしょうね。僕も鈍感。 

（K）私も感じませんほとんど。鈍感なんですかね。 
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（O）どうも感じとして言いますとね。自動車のアイドリングみたい。ブルルルルル・・・。それこそ

配電盤の近く行ったらね。 

（K）なんかうなりみたいなんが、出てるような。 

（O）あるますよね。ウィーンというようなね。配電盤のね、触ってみるとね、ふたしてんの。振るっ

てんのわかりますね。あれが結局、低周波音だということだと思うんですね。あれが大きくなって耳に

は聞こえないけれども、やっぱり敏感な人には、神経に触る音として、聞こえるというか、感じるとい

うか。 

（K）リスナーの方にもですね。ひょっとしたら、なんか調子悪いという方、1度疑ってみるのもいいか

もしえませんね。 

（O）そうですね。似た症状で、シックハウス症候群とか、化学物質過敏症とか最近言いますよね。こ

れもね、敏感な人がやられるんです。こういうのいっぺん疑ってみる必要があると思います。 

（K）対策もいろいろあるんでしょうけど。 

（O）一番簡単なのは、マスキングと言いまして。低周波音より大きな音出す。 

（K）なるほど。 

（O）そんなん、隠されてしまうんですね。そしたら、やっぱり寝られへん。 

（K）大きな音でＣＤかけといたらええか言うと、寝られんようになりますね。 

（O）それから遮音壁って言うてね。音遮るやつ。低周波はそれ通過してくるんです。むしろね、その

遮音壁まで振るってね。よけ増幅させるいうこともあるんです。逆効果。だからね、やっぱり低周波音

が出ないような機器を改良する。あるいは隣で出てたら置き場所せめて変えてみる。これでかなり効果

あるそうです。そういうことやってほしいですね。 

（K）まあ調査をしたということは、環境省も動き出したということですから、これからということで

すね。 

（O）これからですね。 

（K）はい。ということで、今日は低周波音公害について話聞きました。コメンテーターは和歌山環境

ネットワーク代表重栖隆さんでした。ありがとうございました。 

（O）ありがとうございました。 
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淀川水系流域委員会様 
 

酒井 隆 
 
淀川水系流域委員会の審議にとって、重要な新聞記事とＨＰ資料ですので、意見書とし

て提出します。 
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社会資本整備審議会の河川分科会は「淀川水系の河川整備基本方針策定」のための議論

をはじめた。全国で１０９ある１級河川で３１水系は基本方針が定められた。０７年度中

に全水系を決めることが目標とのことだ。 
吉野川の基本方針は住民投票で「可動堤」反対の総意を無視し「吉野川の河川整備基本

方針の原案」を同審議会は承認した。即ち「可動堤」は建設される選択肢が残っているの

だ。 
淀川水系流域委員会が今まで調査・検討したことまた、近畿地方整備局が７月１日に出し

た「方針」や「計画内容」は当審議会に参考にされるのか。委員会の権威・見識は中央に

て尊重されるのか？ 
大戸川のダムは「当面実施しない」等は当審議会でどう決められのかはあやふやだ。「地

方のことは地方で」とは小泉総理が日頃口に出されることだ。淀川の事は地元で決めた方

が適切ではないだろうか。武庫川の計画つくりは同流域委員会が基本方針を作ると有る。

なにか二重の機構で無駄な時間・会議のように思える。 
 

門馬 三郎 
 



 

 

淀川水系流域委員会様 
 

酒井 隆 
 
淀川水系流域委員会の審議にとって、重要な新聞記事ですので、意見書として提出しま

す。 
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淀川水系流域委員会 様 
 

志岐 常正 
 
淀川水系流域委員会では、これまでの検討結果をまとめられると聞いておりますが、未

だ私どもの問題意識や疑問を充分に取り上げてはいただいていないと感じます。いろいろ

申し上げたいことがありますが、これまでにはっきお話しして来なかったかと思うところ

にしぼり、意見といたします。 
なお、これは「宇治防災を考える市民の会」としての意見ではなく、私個人の責任にお

いて申し述べるものです。 
 
１）大戸川ダムは、防災専用ダムとしてなら造るという選択枝があり得るように思いま

す。現地で反対がないこと、設計、管理その他がよろしきを得れば、下流の防災にプラス

の役割を果たすかもしれないこと、洪水を可能な限り早く下流に流すのではなく、上流域

で溜めておく方式をいろいろ考えるべきだということその他が理由です。私も、一般論と

してはダム、とくに大ダム建設には反対ですが、大戸川ダムについては、造る選択枝につ

いても検討してはどうかと思います。 
なお、他の上流域貯留方式について、近畿整備局はまともな検討をしていませんが、流域

委員会でも現状ではこれが弱いと思います。たとえば信楽のゴルフ場群についてはどうい

う検討をされたのでしょうか。 
 
２）私は分水案について発言したことがあります。しかし、その具体的な内容について

は、「宇治防災を考える市民の会」の一部の人を除き、皆様にお話できていません。私が考

えているのは藪田さんの考えとも異なり、宇治田原の水（あるいは瀬田川の水のごく一部）

を、大洪水時に城陽の礫層に導くというものです。これは本来の自然の宇治川の流路に沿

うものですから、自然破壊は多くの方が危惧されるほどのものにはならないと思います。

また、礫層（とその中の砂利採取跡）に水を吸収させることができるので、木津川への負

荷も小さいと思います。 
もちろんきちんと調査をしてみなければなりません。私のお願いは、この案を検討の対

象にして頂けないかということです。 
 
なんども発言しましたように、いりいろな方策、方式を組合わせ、これで 100 トン、こ

こで 50トンと稼ぐことを考えれは、宇治川本流だけでの”塔の島 1500トン”案に縛られ
る必然性はなくなると思います。 
いずれにせよ、今の検討状況は、委員会の結論をまとめられるには不十分であると考え

ます。 
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